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ギニア共和国 

「国道 6 橋梁改修計画」及び「コナクリ国道 1 号線ダボンパ-KM36 区間道路整備計画」 
予備調査 
協議議事録 

 
 

日本国政府はギニア共和国政府の要請に基づき「国道 6 橋梁改修計画」及び「コナクリ国道

1 号線ダボンパ-KM36 区間道路整備計画」（以下「計画」という）に関する予備調査の実施を

決定し、その実施を国際協力機構（以下「JICA」という）に委託した。 
JICA は、無償資金協力部業務第一グループ運輸交通・電力チーム中川淳史を団長とする予備

調査団（以下「調査団」という）を 2006 年 10 月 28 日から 11 月 20 日までギニア共和国（以

下「ギニア」という）に派遣し、同国政府関係者と協議するとともに現地調査を実施している。 
ギニアにおける協議および現地調査の結果、双方は付属書に記述された主要事項について確

認した。本調査団は日本に帰国後、本プロジェクトを日本の無償資金協力により実施すること

の意義と技術的可能性を今次調査の結果に基づき検討する。 
 

2006 年 11 月 10 日 コナクリ 
 

 
 
 
 
                 

 ギニア共和国                  日本国 
 国際協力省                  国際協力機構 
 国家協力局局長     予備調査団団長 
 Sékouba BANGOURA     中川淳史 
 
           

          ギニア共和国 
         公共事業省 
     道路投資局局長 
    Ibrahima Kaliｌ KOUROUMA 
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付 属 書 

 
１．計画の目的 
 1-1. 「国道 6 橋梁改修計画」 

「国道 6 橋梁改修計画」は、国道１号線、３号線および４号線上の橋梁を架け替えるこ

とにより、同線上の安全・確実・円滑な交通を確保し、人・物の流れを促進し、同国の発

展に寄与することを目的とする。 
1-2.「コナクリ国道 1 号線ダボンパ-KM36 区間道路整備計画」 

「コナクリ国道 1 号線ダボンパ-KM36 区間道路整備計画」は、首都コナクリ市内、国道

1 号線のダボンパ-KM36 区間を４車線化することにより、円滑な交通を確保し、人・物の

流れを促進し、同国の発展に寄与することを目的とする。 
 
２．調査対象地域 

 本計画の調査対象地域は別添１に示す通りである。 
 
３．主管官庁および実施機関 

 本計画の主管官庁は国家協力局が代表する国際協力省であり、実施機関は道路投資局が

代表する公共事業省である。これらの組織図を別添２に示す。 
 
４．ギニア政府からの要請内容 

4-1.  「国道 6 橋梁改修計画」 
国道１号線上の Kaaka 橋、Linsan 橋 
国道３号線上の Soumba 橋 
国道４号線上の Dandaya 橋、Fanye 橋 

4-2.  「コナクリ国道 1 号線ダボンパ-KM36 区間道路整備計画」 
コナクリ市内国道 1 号線ダボンパ-KM36 区間の 2 車線から 4 車線への拡幅整備 

 
JICA は予備調査にて要請内容の妥当性を検討し、その結果を日本国政府に報告する。 

 
５．無償資金協力スキーム 

 調査団は、別添３に示した日本の無償資金協力スキームおよび別添４に示した日本およ

びギニア政府による主な負担事項の内容を説明し、ギニア側はこれを理解した。 
 
６．環境社会配慮 

6-1. ギニア側は調査団側が説明した JICA 環境社会配慮ガイドラインを理解し、本案件が実

施される場合には同ガイドラインを考慮することに同意した。 
6-2. 本調査期間中にギニア側は同国公共事業省が日本側とともに IEE レベルの調査を行う

ことを了承した。 
 
７．調査予定 
（１）調査団（コンサルタント団員）は引き続き 2006 年 11 月 20 日までギニアにおける現地

調査を継続する。 
（２）今次調査の結果により、本プロジェクトに関する無償資金協力の意義・妥当性が確認さ

れ、日本国政府の指示が出された場合、JICA は基本設計調査団をギニアに派遣する。 
 
８．その他協議事項 
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（１）今回の調査実施が本案件の実施を意味するものではないことをギニア側は理解した。 
（２）本案件に係る基本設計調査の実施が日本国政府により決定されたとしても、今回の要請

内容全てが案件のコンポーネントになるものではないことをギニア側は理解した。 
（３）ギニア側は、調査団の滞在中、土木分野及び環境分野のカウンターパートを配置するこ

とを了承した。 
（４）ギニア側は、調査に必要な関連資料、材料を提供すること、調査団が提出した質問表へ

の回答を１１月１５日までに回答することを了承した。 
（５）ギニア側は、適切な調査実施のために写真撮影や立入り禁止区域への立入り等が必要な

場合、可能な限り便宜を図ることを了承した。 
（６）ギニア側は、調査団の安全確保のために必要なあらゆる措置をとることを約束した。 
 
 
 
別添： １．調査対象地域地図 
    ２．組織図 
    ３．日本の無償資金協力スキーム 
    ４．日本・被援助国政府による主な負担事項 
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別添３ 
 
 

日本の無償資金協力の仕組み 
 
 無償資金協力とは被援助国に返済義務を課さないで資金を供与する援助で被援助国が自国の

経済・社会の発展のための計画に役立つ施設、資機材および役務（技術あるいは輸送等）を調

達するのに必要な資金を我が国の関係法令に従って、以下のような原則により贈与するもので、

我が国が資材・機材、設備等を直接に調達して現物供与する形態はとっていない。 
 
１．無償資金協力実施の手順 
  
 我が国の無償資金協力は次のような手順により行われる。 
 第一段階である要請は被援助国から提出された要請書を基に日本国政府（外務省）は無償資

金協力としての妥当性を検討する中で、案件としてのプライオリティが高いことが確認された

場合には、JICA に対して調査の指示を行う。 
 第二段階である調査（基本設計調査）は JICA が実施するが、JICA は原則としてこの調査を

我が国のコンサルタントとの契約によって行う。 
 第三段階の審査と承認は、第二段階で JICA が作成した基本設計報告書を基に日本国政府が

そのプロジェクトが無償資金協力として適当であるかを審査した後、閣議請議を行う。 
 閣議によって承認されたプロジェクトは、第四段階で両国政府による交換公文の署名によっ

て正式決定に至り、無償資金協力が実行に移される。 
 無償資金協力の実行に際して、JICA は入札・契約手続き、その他の事項につき被援助国政

府に協力を行う。 
 
２．調査の位置付け 
 
（１）調査内容 
 JICA が実施する調査（基本設計調査）は要請の背景、目的、効果並びに実施に必要な維持管

理能力等を調査し、その妥当性を技術面と社会・経済面で検証を行い、被援助国政府と協議の

上、計画の基本構想を双方で確認し、併せて基本設計と概算事業費の積算等を行うものである

が、その目的はあくまでも日本国政府が無償資金協力として承認するに当たっての基礎的資料

（判断材料）に位置付けられる。 
 なお、当然のこととして、要請された内容が全て協力対象となるのではなく、我が国無償資

金協力スキーム等を勘案し、基本構想が確認される。 
 また、無償資金協力として実施するに当たって、我が国は被援助国側の自助努力を求める立

場から被援助国にも必要な措置を求めており、この措置が実施を担当する機関以外の所管事項

である場合であってもその実施の担保を求めるものであり、先方政府の関係する機関全てとの

確認を協議議事録により行う。 
 
（２）コンサルタントの選定 
 調査の実施に際して交換公文（Ｅ／Ｎ）により決定された後のコンサルタントの契約につい



 - 163 -

ては、基本設計調査と詳細設計業務の技術的一貫性を保つ必要性から、JICA は当該コンサル

タントを被援助国政府に推薦する。 
 
３．無償資金協力スキーム 
 
（１）交換公文の締結 
 無償資金協力の実施に当たっては政府間の合意およびＥ／Ｎの締結が必要である。Ｅ／Ｎで

は当該プロジェクトに係る目的、供与期限、実施条件、限度額等が確認される。 
 
（２）供与期限 
 供与期限は我が国の閣議決定の行われた会計年度内とする。この間、Ｅ／Ｎの締結からコン

サルタントおよびコントラクター等との契約を経て、 終的な支払いを含めて全てを終了しな

くてはならない。 
 但し、天候等止むを得ない事情により搬入、据付、工事等が遅延した場合には両国間の協議

により一年間（一財政年度）の延長が可能である。 
 
（３）無償資金協力によって供与される資金は原則として日本国および被援助国の生産物並び

に日本国民の役務を購入するために適正に、かつ、専ら使用される。ここでいう日本国民とい

う語は日本国の自然人またはその支配する日本国の法人を意味する。 
 なお、無償資金協力は両国政府が必要と認める場合には第三国（日本国および当該国以外）

の生産物の購入あるいは輸送等の役務の購入にも使用することが可能である。但し、無償資金

協力ガイドラインにより、無償資金協力を実施するに当たって必要とするプライムコントラク

ター、即ち、コンサルタント、施工業者および調達業者は日本国民に限定される。 
 
（４）「認証」の必要性 
 当該国政府または政府が指定する当局が行う日本国民との契約は円貨建で締結され、かつ、

日本国政府による認証を必要とする。認証は無償資金協力の財源が日本国民の税金であること

による。  
 
（５）被援助国に求められる措置 
 無償資金協力が実施されるに際して当該国政府は以下のような措置が求められる。 
１）施設案件の実施に当たっては施設建設に必要な土地を確保し、かつ、用地の整地を行う

こと。 
２）用地の整地を行うに際しては、併せて、用地までの配電、給水、排水、その他の付随的

な施設の整備、工事等を行うこと。 
３）資機材等の案件については、必要な建物等が確保されること。 
４）原則として無償資金協力に基づいて購入される生産物の港における陸揚げ、通関および

国内輸送等に係る経費の負担と速やかな実施を確保すること。 
 
 

 ５）認証された契約に基づき調達される生産物および役務のうち日本国民に課せられる 
   関税、内国税およびその他の財政課徴金を免除すること。 
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６）認証された契約に基づいて供与される日本国民の役務について、その作業の遂行のため

の入国および滞在に必要な便宜を与えること。 
７）適正使用 
   無償資金協力に基づいて建設される施設および購入される機材が、当該計画の実施の

ために適正かつ効果的に維持され、使用されること並びにそのために必要な要員等の確

保を行うこと。また、無償資金協力によって負担される経費を除き計画の実施のために

必要な維持・管理費等全ての経費を負担すること。 
８）再輸出 
   無償資金協力に基づいて購入される生産物は当該国より再輸出されてはならない。 
９）銀行取り極め 
ａ）当該国政府または指定された当局は日本国内の銀行に当該国政府名義の勘定を開設す

る必要がある。日本国政府は認証された契約に基づいて当該国政府もしくは指定され

た当局が負う債務の弁済に充てるための資金を右勘定に日本円で払い込むことにより

無償資金協力を実施する。 
ｂ）日本政府による払い込みは当該国政府または指定された当局が発行する支払授権書 
  に基づいて契約銀行が支払請求書を日本国政府に提出した時に行われる。 

１０）支払授権書 
   当該国政府は、銀行取り極めを締結した契約銀行に対し、支払授権書の通知手数料お

よび支払手数料を負担しなければならない。 
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別添４ 
 

両国政府による主な負担事項 
 

 負担事項 日本 被援助国

１ プロジェクト用地確保  ● 
２ プロジェクト用地の整地、埋め立て（必要に応じて実施）  ● 
３ プロジェクトサイトの既存施設（電線、電話線、水道管等）の移設、修繕  ● 
４ 銀行取極（B/A）に基づき金融サービスを行う契約銀行に対する下記費用の負担。 

１）支払授権書(A/P)発給手数料 
２）支払手数料 

  
● 
● 

５ 受取国の荷揚げ港での荷下ろしと通関の確実な実施。 
１）日本から受取国への製品の海上（空路）輸送 
２）荷揚げ港での製品の免税手続きと通関 
３）荷揚げ港からプロジェクトサイトへの国内輸送 

 
● 
 

（●） 

 
 
● 

（●）

６ 認証された契約に基づく製品供給と支援業務に関連して必要になる日本国民に 
対して、当該者が責任遂行に必要となる受取国への入国や入国後の宿泊に関連 
して必要な便宜供与。 

 ● 

７ 認証された契約に基づく製品供給と支援業務に関連して、受取国により日本国民 
に賦課される関税、国内税、増値税やその他賦課金の免除。 

 ● 

８ 無償資金協力により建設された施設および調達された機材を適切に使用し、かつ 
適正に維持管理するために必要な費用の負担。 

 ● 

９ 無償資金協力により建設および調達されるもの以外で、施設建設および調達機材 
における輸送および据付等に必要となるその他の費用の負担。 

 ● 
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